
2022.2　Satte City 

┃
1819

┃
このまちが好き幸手市　2022.2

☎

各
種
相
談
や
催
し
・
講
座
に
参
加
す
る
際
は
マ
ス
ク
を
着
用
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保
、
手
指
消
毒
な
ど
の
感
染
防
止
に
ご
協
力
を
。

状
況
に
応
じ
中
止
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
最
新
の
情
報
は
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
夜
間
交
付

日
時　

２
月
の
金
曜
日
午
後
７
時
30
分
ま
で（
２

　

月
11
日
を
除
く
）

▼
休
日
交
付

日
時　

日
曜
開
庁
と
同
じ

場
所　

夜
間
・
休
日
交
付
と
も
市
民
課

※
受
け
取
り
を
し
な
い
で
一
定
期
間
が
過
ぎ
る

　

と
、
再
度
申
請
か
ら
や
り
直
し
て
い
た
だ
く

　

必
要
が
生
じ
ま
す
。

問
合
せ　

市
民
課　

内
線
１
２
８

本

人

通

知

制

度

　

住
民
票
や
戸
籍
謄
本
な
ど
を
、
本
人
以
外
の

第
三
者
や
代
理
人
に
交
付
し
た
場
合
に
、
本
人

に
通
知
し
ま
す
。

登
録
で
き
る
人　

幸
手
市
に
住
民
票
、
戸
籍
、

　

戸
籍
附
票
が
あ
る
人（
除
か
れ
た
人
も
含
む
）

登
録
の
方
法　

申
込
書
に
本
人
確
認
書
類
を
添

　

え
て
窓
口

※
申
込
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

　

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※
代
理
人
に
よ
る
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で
す
。

問
合
せ　

市
民
課　

内
線
１
２
５

上
下
水
道
料
金
納
入
夜
間
窓
口

　

毎
月
、
夜
間（
午
後
８
時
ま
で
）に
上
下
水
道

料
金
を
納
入
で
き
る
よ
う
第
２
浄
水
場（
大
字
平 

野
９
２
３
）を
開
庁
し
ま
す
。

開
庁
日　

２
月
24
日（
木
）

問
合
せ　

水
道
管
理
課
☎（
48
）０
０
５
０

今

月

の

納

税

な

ど

固
定
資
産
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

第
４
期

国
民
健
康
保
険
税　
　

 

　
　
　
　
　
　

第
８
期

介
護
保
険
料　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　

第
８
期

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料　

 

　
　
　
　

第
８
期

※
口
座
振
替
を
ご
利
用
の
人
は
、
残
高
不
足
な

　

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
休
日
納
税
相
談

日
時　

２
月
27
日（
日
）午
前
８
時
30
分
～
午
後

　

５
時（
正
午
～
午
後
１
時
を
除
く
）

場
所　

納
税
課

▼
夜
間
納
税
相
談

日
時　

２
月
10
日（
木
）午
後
５
時
15
分
～
９
時

場
所　

納
税
課

市

役

所

日

曜

開

庁

　

毎
月
最
終
日
曜
日
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５

時
、
市
役
所
の
一
部
を
開
庁
し
ま
す
。

開
庁
日　

２
月
27
日（
日
）

開
庁
窓
口　

市
民
課
、
保
険
年
金
課
、
税
務
課
、

　

納
税
課（
詳
細
は
、
各
担
当
課
へ
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
夜
間
・
休
日
交
付

　

交
付
通
知
書
が
届
い
た
ら
お
早
め
に
受
取
の

電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
12
月
の
幸
手
市
内
の
消
防
出
動
件
数
／
救
急
車
出
動
件
数
２
４
９
件（
交
通
事
故
15
件
、
急
病
１
５
９
件
、
そ
の
ほ
か
75
件
）

火
災
発
生
件
数
０
件　

火
災
と
救
急
は
１
１
９
番〔
火
災
発
生
時
の
お
問
い
合
わ
せ
は
☎（
42
）９
１
１
９（
幸
手
消
防
署
）〕

た
ば
こ
の
マ
ナ
ー
を
守
り
ま
し
ょ
う

○
歩
き
た
ば
こ
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

た
ば
こ
を
持
っ
た
手
を
下
げ
る
と
、
小
さ
な

お
子
さ
ん
の
顔
の
高
さ
と
同
じ
位
に
な
り
ま
す
。

○
た
ば
こ
の
ポ
イ
捨
て
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

火
災
の
原
因
や
ま
ち
の
美
観
を
損
ね
ま
す
。

携
帯
灰
皿
を
持
ち
歩
き
ま
し
ょ
う
。

○
吸
わ
な
い
人
へ
の
配
慮
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

公
共
の
場
な
ど
、
不
特
定
多
数
の
人
が
い
る

場
所
で
は
、
極
力
喫
煙
を
控
え
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ　

環
境
課
☎（
48
）０
３
３
１

避
難
場
所
お
よ
び
避
難
所
の
指
定

▼
名
称
変
更

（
変
更
前
）日
本
保
健
医
療
大
学

（
変
更
後
）日
本
保
健
医
療
大
学
幸
手
北
キ
ャ
ン
パ
ス

▼
避
難
場
所
お
よ
び
避
難
所
の
指
定

日
本
保
健
医
療
大
学
幸
手
南
キ
ャ
ン
パ
ス

問
合
せ　

危
機
管
理
防
災
課　

内
線
５
８
２

幸
手
駅
東
西
自
由
通
路
内
の
広
告
募
集

掲
載
期
間　

４
月
か
ら
令
和
５
年
３
月
ま
で

※
１
ヶ
月
単
位
と
し
、
最
大
で
12
ヶ
月

掲
載
枠　

10
枠（
東
口
５
枠
・
西
口
５
枠
）

規
格　

B1
判

掲
載
料
金　

１
枠
１
万
円（
月
額
）

申
込
期
間　

２
月
18
日
ま
で

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

道
路
河
川
課　

内
線
５
５
２

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
広
報
紙
有
料
広
告
を
募
集

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
広
報
紙
へ
掲
載
し
て
い

た
だ
け
る
有
料
広
告
の
申
込
み
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
ま
た
は
、

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

秘
書
課　

内
線
２
２
５

不

動

産

無

料

相

談

室

日
時　

①
２
月
１
日（
火
）、
②
３
月
１
日（
火
）

　

午
後
１
時
～
４
時

場
所　

①
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

　
　
　

②
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

不
動
産
取
引
に
つ
い
て
の
困
り
ご
と
、

　

分
か
ら
な
い
こ
と
な
ど

※
事
前
に『
ご
予
約
』を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
（
公
社
）埼
玉
県
宅
地
建
物
取
引
業
協

　

会
埼
葛
支
部
☎（
31
）１
１
５
７

建

築

無

料

相

談

会

日
時　

①
２
月
１
日（
火
）、
②
３
月
１
日（
火
）

　

午
後
１
時
～
４
時

場
所　

①
市
役
所
第
二
庁
舎
１
階
第
５
会
議
室

　
　
　

②
市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

建
築
物
の
新
築
・
増
築
・
リ
フ
ォ
ー
ム
・

　

耐
震
・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
相
談　

問
合
せ　

建
設
埼
玉
埼
葛
地
区
本
部
☎（
34
）

　

３
３
３
５
、
埼
玉
土
建
久
喜
幸
手
支
部
☎（
59
）

　

３
８
１
２
、（
一
社
）埼
玉
建
築
士
会
杉
戸
支

　

部
、
幸
手
部
会
☎（
48
）０
８
７
５

パ
パ
・
マ
マ
応
援
シ
ョ
ッ
プ
優
待

カ
ー
ド
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

現
在
の
カ
ー
ド
は
３
月
末
日
を
も
っ
て
期
限

切
れ
と
な
り
ま
す
。（
ア
プ
リ
で
利
用
し
て
い
る

人
は
手
続
き
不
要
） 

▼
紙
の
カ
ー
ド
で
ご
利
用
中
の
人

　

ア
プ
リ
版
に
お
切
替
え
く
だ

さ
い
。
紙
の
カ
ー
ド
で
ご
利
用

の
人
は
窓
口
で
受
領
で
き
ま
す
。

日
時　

３
月
１
日（
火
）以
降

対
象　

18
歳
に
達
し
て
次
の
3
月
31
日
を
迎
え

　

る
ま
で
の
子
ど
も（
県
内
在
住
、
在
園
、
在
学
の

　

い
ず
れ
か
）ま
た
は
妊
娠
中
の
人
が
い
る
世
帯

場
所　

こ
ど
も
支
援
課
窓
口

持
ち
物　

対
象
の
子
ど
も
の
年
齢
が
わ
か
る
公

　

的
書
類

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
登
録
者
募
集

　

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
際
に
、
市
内
で

活
動
い
た
だ
け
る
個
人
ま
た
は
団
体
で
事
前
登

録
で
き
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

活
動
内
容　

が
れ
き
の
撤
去
や
炊
出
し
な
ど
の

　

活
動
お
よ
び
専
門
的
知
識
、
技
能
を
活
か
し

　

た
活
動

登
録
方
法　

印
鑑
ご
持
参
の
上
、
窓
口

問
合
せ　

社
会
福
祉
協
議
会
☎（
43
）３
２
７
７

自

衛

官

募

集

▼
自
衛
官
候
補
生

受
付　

年
間
を
通
じ
て
受
付
中

応
募
資
格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
人

試
験
日　

受
付
時
に
お
知
ら
せ

▼
予
備
自
衛
官
補

受
付
期
間　

４
月
８
日（
金
）必
着

種
目　

①
一
般
、
②
技
能

応
募
資
格　

①
18
歳
以
上
34
歳
未
満
の
人
、
②

　

18
歳
以
上
で
国
家
免
許
資
格
な
ど
を
有
す
る

　

人（
資
格
に
よ
り
年
齢
上
限
は
53
歳
か
ら
55
歳

　

未
満
の
人
）

試
験
日　

４
月
11
日（
月
）か
ら
17
日（
日
）ま
で

　

の
指
定
し
た
日

※
詳
細
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た

　

ま
地
域
事
務
所
☎
０
４
８（
６
５
１
）２
４
２
０

司
法
書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士

合

同

登

記

無

料

相

談

会

日
時　

２
月
17
日（
木
）午
後
１
時
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

遺
産
分
割
、
遺
言
、
相
続
、
分
筆
、
地

　

目
変
更
な
ど

定
員　

９
人（
先
着
順
）

問
合
せ	

埼
玉
司
法
書
士
会
埼
葛
支
部
☎（
25
）

　

１
２
７
１
、
埼
玉
土
地
家
屋
調
査
士
会
埼
葛

　

支
部
☎（
31
）８
５
５
３

行

政

書

士

無

料

相

談

会

日
時　

２
月
15
日（
火
）午
後
１
時
30
分
～
４
時

場
所　

市
役
所
第
二
庁
舎
２
階
第
２
会
議
室

内
容　

相
続
、
遺
言
、
金
銭
貸
借
な
ど
の
問
題
、

　

会
社
設
立
、
農
地
転
用
、
交
通
事
故
示
談
、

　

外
国
人
に
関
す
る
手
続
き
な
ど

問
合
せ	

埼
玉
県
行
政
書
士
会
春
日
部
支
部
☎
０

　

４
８（
８
１
２
）５
０
９
２

わ
が
家
の
ア
イ
ド
ル
を
大
募
集

　

本
紙
裏
表
紙「
わ
が
家
の
ア
イ
ド
ル
」で
は
、

市
内
在
住
の
２
歳
未
満
の
ア
イ
ド
ル
を
紹
介

し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

会

計

課

か

ら

の

お

知

ら

せ

▼
請
求
書
へ
の
押
印
を
省
略
で
き
ま
す

　

４
月
１
日
以
降
に
発
行
す
る
請
求
書
に
つ
い

て
は
、
押
印
を
省
略
で
き
る
こ
と
と
し
ま
す
。

併
せ
て
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
電
子
メ
ー
ル
で
の
提

出
を
可
能
と
し
ま
す
。
な
お
、
押
印
の
あ
る
請

求
書
も
こ
れ
ま
で
ど
お
り
受
け
付
け
ま
す
。

▼
三
井
住
友
銀
行
窓
口
で
の
納
付
の
取
り
扱
い

　

幸
手
市
に
納
め
る
市
税
な
ど
は
、
４
月
１
日

か
ら
、
三
井
住
友
銀
行
本
・
支
店
の
窓
口
で
、

納
付
書
に
よ
る
納
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
口
座
振
替
に
よ
る
市
税
な
ど
の
納
付

は
、
今
ま
で
ど
お
り
継
続
さ
れ
ま
す
。

問
合
せ　

会
計
課　

内
線
１
１
４

臨

時

特

別

給

付

金

▼
子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金

　

子
育
て
世
帯
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
が
支
給

さ
れ
ま
す
。
高
校
生
の
み
の
世
帯
や
公
務
員
の

世
帯
の
人
は
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
詳
し

く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

こ
ど
も
支
援
課
☎（
42
）８
４
５
４

▼
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る
臨
時
特
別
給
付
金

対
象
者

①
世
帯
の
全
員
が
令
和
３
年
度
分
の
住
民
税
均

　

等
割
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯（
扶
養
親
族
の
み

　

の
世
帯
な
ど
は
除
く
）の
う
ち
、
令
和
３
年
１

　

月
１
日
か
ら
12
月
10
日
ま
で
の
間
に

　

ア　

世
帯
員
の
変
更
が
な
か
っ
た
世
帯

　

イ　

世
帯
員
の
変
更
が
あ
っ
た
世
帯

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
り

　

収
入
が
非
課
税
世
帯
と
同
程
度
と
な
っ
た
世
帯

給
付
額　

一
世
帯
あ
た
り
10
万
円

申
請
方
法　

①
の
ア
の
世
帯
は
、
後
日
お
知
ら

　

せ
を
お
送
り
し
ま
す
。
①
の
イ
と
②
は
申
請

　

が
必
要
で
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

　

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

非
課
税
世
帯
臨
時
特
別
給
付
金
問
合
せ

　

窓
口
☎（
43
）５
１
２
２（
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

介
護
保
険
運
営
協
議
会
委
員
募
集

応
募
資
格　

市
内
在
住
の
①
65
歳
以
上
の
人
、　

　

②
40
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人　

※
い
ず
れ
も
令
和
４
年
４
月
１
日
現
在
。

※
平
日
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で
き
る
人

募
集
人
数　

各
２
人　

計
４
人

委
嘱
期
間　

令
和
４
年
４
月
か
ら
令
和
７
年
３

　

月
ま
で
の
３
年
間

報
酬　

協
議
会
出
席
１
回
に
つ
き
６
８
０
０
円

応
募
方
法　

指
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項
を

　

記
入
の
う
え
、
郵
送
、
メ
ー
ル
、
窓
口

※
応
募
用
紙
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び
介
護

　

福
祉
課
窓
口
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

応
募
期
限　

２
月
25
日（
金
）必
着

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
４
４

介
護
相
談
員
電
話
相
談
事
業

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
質
的
な
向
上
を
図
る
た
め
、

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
在
宅
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
い
る
人
に
対
し
電
話
相
談
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
対
象
者
へ
は
事
前
に
通
知
し

ま
す
。
詳
細
は
、
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
福
祉
課
☎（
42
）８
４
４
４


